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設
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学
記
録
⑩
姫
路
少
年
刑
務
所

る。

浪
速
少
年
院
（
五
五
巻
六
号
）

宇
治
少
年
院
（
五
六
巻

一
号）

京
都
医
療
少
年
院
（
五
六
巻
四
号
）

三

重

刑

務

所

（
五
七
巻

一
号）

宮
川
医
療
少
年
院
（
五
七
巻
四
号
）

神
戸
刑
務
所
（
五
七
巻
五
号
）

岩
国
刑
務
所
（
五
七
巻
六
号
）

京
都
刑
務
所
（
五
八
巻
二
号
）

阿
武
山
学
園
（
五
八
巻
四
号
）

施
設
見
学
記
録
⑩
姫
路
少
年
刑
務
所

永

ニ
四
七

今
回
は
、
姫
路
少
年
刑
務
所
の
様
子
を
紹
介
す
る
。
姫
路
少
年
刑
務
所
は
、
少
年
刑
務
所
の
．
つ
で
あ
る
。
少
年
刑
務
所
と
し
て
は
、
ほ
か
に
函

館
少
年
刑
務
所
（
北
洵
道
函
館
市
）
、
盛
岡
少
年
刑
務
所
（
岩
手
県
盛
岡
市
）
、
水
戸
少
年
刑
務
所
（
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
）
、
川
越
少
年
刑
務
所

（
埼
玉
県
川
越
市
）
、
松
本
少
年
刑
務
所
（
長
野
県
松
本
市
）
、
奈
良
少
年
刑
務
所
（
奈
良
県
奈
良
市
）
、
佐
賀
少
年
刑
務
所
（
佐
賀
県
佐
賀
市
）
が
あ

田

（
―
二
四
七
）

憲

史



下
な
ど
が
あ
る
。

」
刑
政

―
一
八
巻
四
号
（
二

0
0
七
）
四
四
頁
以
下
、
西
山
真

限
は
暫
定
で
三
四
歳
と
な
っ
て
い
る
。

姫
路
少
年
刑
務
所
の
見
学
は
、
平
成
二

0
年
（
二

0
0
八
年
）
六
月
に
、
教
員

一
名
及
び
大
学
院
生

一
名
に
加
え
て
、
私
の
担
当
す
る
平
成
二
0
年
度

（二

0
0
八
年
度
）
専
門
演
習
A
.
B
の
受
講
生
の
う
ち
、
希
望
者
を
引
率
し
て
行
な
っ
た
。

（
―
二
四
八
）

そ
の
淵
源
は
、
明
治

一
0
年

(
-
八
七
七
年
）
に
設
立
さ
れ
た
兵
庫
県
姫
路
監
獄
で
あ
る
。
明
治
三

一
年

(
-
八
九
八
年
）
に
現
在
地
に
移
転
し
、
明

治
三
六
年
(
-
九
0
1
―
―
年
）
に
神
戸
監
獄
姫
路
分
監
と
改
称
し
た
。
大
正

一一

年

(
-
九
二
二
年
）
に
組
織
変
更
に
よ
っ
て
少
年
受
刑
者
を
収
容
す
る
施

設
と
な
り
、
姫
路
少
年
刑
務
所
と
改
称
さ
れ
た
。
建
物
の

一
部
は
な
お
神
戸
監
獄
姫
路
分
監
と
さ
れ
て
い
た
が
、
姫
路
分
監
は
昭
和
二
年

(.
JL
ニ
七

年
）
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二

0
年

(
-
九
四
五
年
）

の
空
襲
に
よ
り
施
設
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
。
再
建
工
事
が
完
了
し
た
の
は
昭
和
二

四
年
(
-
九
四
九
年
）
で
あ
っ
た
。
施
設
の
老
朽
化
に
伴
い
、
平
成
元
年
(
-
九
八
九
年
）
に
全
体
改
築
工
事
が
着
工
さ
れ
、
平
成

一
八
年

（二

0
0
六

姫
路
少
年
刑
務
所
は
、
処
遇
指
標
J

B
指
標
（
少
年
院
へ
の
収
容
を
必
要
と
し
な
い
少
年
で
あ
っ
て
、
犯
罪
傾
向
の
進
ん
で
い
る
者
）
及
び
Y
B
指
標

（
可
塑
性
に
期
待
し
た
矯
正
処
遇
を
重
点
的
に
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
二
六
歳
未
満
の
成
人
で
あ
っ
て
、
犯
罪
傾
向
の
進
ん
で
い
る
者
）

刑
者
を
収
容
す
る
刑
務
所
で
あ
る
。
但
し
、
収
容
中
に
二
六
歳
に
達
し
た
受
刑
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
収
容
を
継
続
す
る
場
合
も
あ
る
。
収
容
年
齢
の
上

姫
路
少
年
刑
務
所
に
お
け
る
処
遇
の
紹
介
と
し
て
は
、
平
良
敦
志
「
姫
路
少
年
刑
務
所
に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
1

処
遇
首
席
と
し
て
思
う
こ
と

八
巻
九
号
（
二

0
0
七
）
＿
―
-
四
頁
以
下
、
藪
高
明
「
姫
路
少
年
刑
務
所
に
お
け
る
処
遇
共
助
に
つ
い
て
」
刑
政

―一

八
巻
九
号
（
二

0
0
七
）
三
九
頁
以

年
）
に
改
築
工
事
が
完
了
し
た
。

姫
路
少
年
刑
務
所
は
、
兵
庫
県
姫
路
市
の
姫
路
城
の
近
く
に
あ
る
。

ヽ

は

じ

め

に

関
法
第
五
九
巻
五
号

ニ
四
八

の
受

「
姫
路
少
年
刑
務
所
に
対
す
る
加
古
川
学
園
の
処
遇
共
助
に
つ
い
て
」
刑
政

一―



施
設
見
学
記
録
⑩
姫
路
少
年
刑
務
所

数
は
約

―
1
0名
で
あ
る
。

る
。
も
っ
と
も
、
少
年
院
へ
の
収
容
経
験
の
あ
る
者
が
多
い
。

二
、

処

遇

の

内

容

ニ
四
九

ま
ず
、
所
内
の
見
学
を
行
な
い
、
そ
の
後
、
施
設
の
概
要
や
処
遇
の
内
容
な
ど
を
総
務
部
長
か
ら
お
話
い
た
だ
い
た
後
、
質
疑
応
答
の
時
間
が
設
け
ら

姫
路
少
年
刑
務
所
の
定
員
は
、
三
九
九
名
で
あ
る
が
、
参
観
当
日
の
収
容
者
数
は
四
九

0
名
で
あ
り
、
収
容
率
が

―
二
0
％
を
超
え
る
過
剰
収
容
状
態

に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
定
員
六
名
の
集
団
室
に
最
大
八
名
の
受
刑
者
を
、
定
員
一

名
の
単
独
室
に
最
大
二
名
の
受
刑
者
を
そ
れ
ぞ
れ
収
容
し
て
対
処
し
て

い
る
。
他
の
施
設
に
お
い
て
は
、
夜
間
、
布
団
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
居
室
内
で
便
所
に
向
か
う
際
に
転
倒
な
ど
を
し
な
い
よ
う
、
ベ
ッ
ド
を
設
置
し
て
い

る
こ
と
が
多
い
が
、
姫
路
少
年
刑
務
所
に
お
い
て
は
、
受
刑
者
が
若
く
、
転
倒
な
ど
の
危
険
性
が
小
さ
い
と
の
理
由
か
ら
、
集
団
室
に
お
い
て
も
、
単
独

参
観
当
日
は
、

J
B
指
標
の
受
刑
者
が
お
ら
ず
、

Y
B
指
標
の
受
刑
者
だ
け
で
あ

っ
た
。
Y
指
標
の
受
刑
者
で
あ
る
た
め
、
本
来
、
暴
力
団
関
係
者
は

い
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
刑
執
行
開
始
後
に
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
事
例
も
あ
り
、
若
干
名
の
暴
力
団
員
が
含
ま
れ
て
い
る
。

罪
名
別
で
は
、
窃
盗
が
三
四
％
、
強
盗
が

一
八
％
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
が

一
五
％
、
傷
害
が
九
％
を
占
め
て
い
る
。
平
均
年
齢
は
、

二
四
・
六
歳

で
あ
る
。
執
行
刑
期
の
平
均
は
、
四
年

一
月
で
あ
る
。
入
所
回
数
別
に
見
る
と
、
初
入
が
八
割
、
累
入
二
割
と
な
っ
て
お
り
、
初
入
が
大
半
を
占
め
て
い

所
長
以
下
、
総
務
部
、
処
遇
部
、
医
務
課
の
二
部

一
課
制
を
採
っ
て
い
る
。
本
所
以
外
の
下
部
組
織
と
し
て
、
姫
路
拘
置
支
所
が
あ
る
。
本
所
の
職
員

受
刑
者
は
、
刑
執
行
開
始
時
指
導

（刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
八
五
条

一
項

一
号
）
が
終
わ
る
と
、
そ
の
適
性
に
応
じ

て
、
作
業
の
業
種
を
指
定
さ
れ
、
就
業
す
る
。
姫
路
少
年
刑
務
所
に
は
、
木
工
、
金
属
な
ど
七
つ
の
工
場
が
あ
る
。
職
業
訓
練
と
し
て
、
溶
接
科
、
情
報

処
理
科
、
ビ
ル
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
科
、
木
工
科
を
開
設
し
て
お
り
、
六
か
月
乃
至

一
年
間
の
訓
練
を
行
な
っ
て
い
る
。
溶
接
科
と
情
報
処
理
科
で
は
、

室
に
お
い
て
も
、
ベ

ッ
ド
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。

れ
た
。

（―

二
四
九
）



内
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

入
浴
は
、

が
行
な
わ
れ
て
い
る

（前
掲
・
西
山
論
文
及
ひ
藪
論
文
参
照
）。

資
格
取
得
が
可
能
で
あ
る
。
刑
務
所
内
で
受
験
が
可
能
と
な

っ
て
い
る
。
釈
放
前
指
導

（同
法
八
五
条

一
項
二
号
）
に
お
い
て
は
、
希
望
寮
と
呼
ば
れ
る

建
物
で
起
居
し
、
社
会
復
帰
へ
の
準
備
を
行
な
う
。
そ
の
期
間
は
、
仮
釈
放
の
場
合
、
お
お
む
ね
二
週
間
で
あ
り
、
満
期
釈
放
の
場
合
、

三
日
間
で
あ
る
。

特
別
改
善
指
導
（
同
法

一
0
三
条
二
項
）
と
し
て
、
薬
物
依
存
離
脱
指
導

(R
1
)
、
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育

(R
4
)
、
交
通
安
全
指
導

一
週
間
あ
た
り
六

0
分
の
指
導
を

―
二
週
に
わ
た
っ
て
行
な

っ
て
い
る
。
薬
物
依
存
離
脱
指

導
に
お
い
て
は
、
講
話
や
ビ
デ
オ
視
聴
の
ほ
か
、
ダ
ル
ク
に
協
力
を
依
頼
し
て
い
る
。
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
に
お
い
て
は
、
ゲ
ス
ト
ス

教
科
指
導

（同
法

一
0
四
条
）
も
行
な
わ
れ
て
お
り
、
国
語
と
算
数
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
を

J
指
標
の
受
刑
者
は
、
単
独
室
に
収
容
さ
れ
る
。
受
刑
者
数
が
少
な
い
た
め
、
個
別
指
導
が
中
心
で
あ
る
。
担
任
者
を
決
め
、
面
接
指
導
や
日
記
指
導

な
ど
が
行
な
わ
れ
る
。
職
業
訓
練
が
積
極
的
に
推
奨
さ
れ
、

Y
指
標
に
比
べ
て
職
業
訓
練
が
か
な
り
受
け
や
す
い
。
教
科
指
導
も
行
な
わ
れ
る
。
作
業
を

行
な
う
場
合
、

Y
指
標
の
受
刑
者
と
同
じ
工
場
で

一
緒
に
作
業
を
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
工
場
担
当
の
刑
務
官
が
悪
風
感
染
の
防
止
に
留
意
し
て
い
る
。

近
隣
の
少
年
院
で
あ
る
加
古
川
学
園

（兵
庫
県
加
古
川
市
）

の
職
員
に
よ
り
、
処
遇
共
助
と
し
て
、
処
遇
困
難
者
へ
の
面
接
指
導
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

制
限
の
緩
和

（同
法
八
八
条
、
刑
事
施
設
及
び
被
収
容
者
の
処
遇
に
関
す
る
規
則
四
八
条
以
下）

は
、
第
三
種
が
多
く
、
第

一
種
は
い
な
い
。

食
事
は
、
工
場
出
役
時
の
昼
食
に
限
っ
て
、

工
場
内
の
食
事
ス
ペ
ー
ス
で
行
な
う
。
そ
れ
以
外
の
場
合
は
居
室
で
行
な
う
。
現
在
、
姫
路
少
年
刑
務
所

に
お
い
て
は
、
受
刑
者

一
人
あ
た
り
の
材
料
費
は

一
日
四
三

0
円
で
あ
る
。

一
回
に
つ
き

一
五
分
で
通
常
週
二
回
で
あ
る
が
、
夏
期
は
週
三
回
と
し
て
い
る

受
験
す
る
者
も
お
り
、
そ
の
指
導
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ピ
ー
カ
ー
と
し
て
兵
庫
県
警
O
B
を
招
く
な
ど
し
て
い
る
。

R
5
)
、
就
労
支
援
指
導

(R
6
)
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

仮
釈
放
と
な
る
受
刑
者
は
四
割
強
に
す
ぎ
な
い
。

関
法
第
五
九
巻
五
号

（同
法
五
九
条
、
同
規
則
二
五
条

一
項
参
照
）。

作
業
時
間

二
五
0

（
―
二
五

0
)



施
設
見
学
記
録
閥
姫
路
少
年
刑
務
所

れ
て
い
る
直
近
の
食
事
の
例
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

で
き
た
。

（
同
法
五
七
条
）
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
が

一
面
し
か
な
い
た
め
、
各
受
刑
者
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
利
用
で
き

る
の
は
二
日
に

一
回
で
あ
り
、
利
用
で
き
な
い
日
は
体
育
館
や
工
場
内
で
運
動
を
行
な
わ
せ
て
い
る
。

面
会
（
同
法

一
―
一

条
以
下
、
同
規
則
六
六
条
以
下
）

や
信
書
の
発
受

（同
法

ニ
―
六
条
以
下
、
同
規
則
七
六
条
以
下
）
は
監
獄
法
下
と
比
較
し
て
、

増
加
し
て
お
り
、
検
査
や
立
会
い
の
事
務
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

居
室
に
お
け
る
余
暇
時
間
の
テ
レ
ビ
視
聴
は
、
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
通
常
、
刑
務
所
が
毎
日
指
定
す
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
番
組
し
か
視
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
年
末
年
始
と
お
盆
の
時
期
は
、
居
室
ご
と
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
操
作
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
居
室
ご
と
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
操
作

新
聞
紙
の
自
弁
購
読
は
、
二
紙
の
う
ち
か
ら

一
紙
を
選
ん
で
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る

抹
消
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
く
、
犯
行
の
手
口
の
記
事
や
施
設
内
で
の
自
殺
の
記
事
も
抹
消
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
。
逃
走
事
故
の
記
事
に
つ
い

て
も
、
事
故
が
発
生
し
た
施
設
特
有
の
環
境
や
事
情
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
姫
路
少
年
刑
務
所
で
実
行
不
可
能
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
抹
消
し
な
い
。

も
っ
と
も
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
姫
路
少
年
刑
務
所
に
収
容
中
の
受
刑
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
記
事
は
抹
消
し
て
い
る
。

心
情
安
定
の
た
め
に
、
盆
踊
り
、
運
動
会
、
カ
ラ
オ
ケ
大
会
、

三

、

施

設

の

様

子

ま
ず
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
外
か
ら
見
学
し
た
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
か
な
り
狭
い
た
め
、
実
際
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
運
動
で
き
る
受
刑
者
が
少
な
い
こ
と
が
想
像

次
に
、
金
属
工
場
を
見
学
し
た
。
受
刑
者
が
作
業
中
で
あ
っ
た
。
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
受
刑
者
は
年
齢
以
上
に
若
く
見
え
た
。

続
い
て
、
修
繕
、
洗
濯
、
炊
事
の
工
場
を
通
路
か
ら
見
学
し
た
。
当
日
は
雨
が
強
く
、
炊
事
工
場
の
通
路
の
外
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
置
か

の
担
当
者
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

運
動
は
、
原
則
と
し
て
毎
日
行
な
わ
せ
て
い
る
が

二
五

（
―
二
五

一
）

（
同
法
七
一
条
、
同
規
則
三
四
条
参
照
）
。
近
時
、
記
事
が

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
な
ど
各
種
の
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。



四
、
感

想

七
条
以
下
、
特
に
九
条
四
項
、
同
規
則
二
条
以
下
参
照
）
。

こ
。

f
 

（
揖
保
の
糸
）

二
五
二

(
―
二
五
二
）

（
同
法

の
贈
答
用
の
木
箱
な
ど
が
作
ら
れ
て
い
た
。
工
場
内
に
食
事
ス

ま
た
、
体
育
館
を
見
学
し
た
。
カ
ラ
オ
ケ
大
会
が
翌
日
に
予
定
さ
れ
て
お
り
、
受
刑
者
が
座
る
た
め
の
パ
イ
プ
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
単
独
室
で

の
処
遇
と
な
っ
て
い
る
受
刑
者
は
参
加
で
き
な
い
。
カ
ラ
オ
ケ
大
会
は
、
司
会

一
名
、
歌
唱
二
名
が
工
場
ご
と
に
選
出
さ
れ
、
工
場
対
抗
で
司
会
の
技
量

も
含
め
て
採
点
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
体
育
館
の

一
階
に
は
製
本
工
場
が
あ
り
、
受
刑
者
が
作
業
中
で
あ
っ
た
。
二
階
に
は
官
本
が
配
架
さ
れ
て

い
た
。
受
刑
者
が
体
育
館
ま
で
赴
い
て
本
を
借
り
出
す
の
で
は
な
く
、
各
居
室
ま
で
届
け
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
浴
場
を
見
学
し
た
。
制
限
時
間
は

一
回

一
五
分
で
あ
り
、
浴
場
内
に
残
り
時
間
を
示
す
「

一
五
分
」
、
「
三
分
」
、
「

一
分
」
の
ラ
ン
プ
が
あ
っ

そ
の
後
、
居
室
を
見
学
し
た
。
集
団
室
は
、
通
常
よ
り
狭
い
畳

―
二
枚
ほ
ど
で
、
ト
イ
レ
は
窓
際
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
分
隔
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

廊
下
か
ら
は
様
子
が
伺
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
食
事
用
に
木
製
の
小
さ
な
机
が
受
刑
者
の
人
数
分
が
置
か
れ
て
い
た
。
テ
レ
ビ
が
各
室
に
設
置
さ
れ

て
い
た
。
私
物
の
保
管
の
た
め
の
移
動
可
能
な
木
箱
が
設
置
さ
れ
て
い
た
（
同
法
四
八
条
、
同
規
則

一
九
条

一
項
参
照
）
。
木
箱
は
ダ
イ
ヤ
ル
式
で
鍵
が

か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
各
居
室
の
入
口
に
は
、
食
事
の
等
級
、
食
事
の
際
の
座
席
表
、
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
操
作
の
担
当
者
が
記
載
さ
れ
て
い

た
。
当
日
は
雨
で
あ
っ
た
た
め
、
推
測
す
る
ほ
か
な
い
が
、
居
室
は
南
向
き
又
は
北
向
き
で
建
物
と
建
物
の
間
隔
が
あ
る
た
め
、
特
に
南
向
き
の
部
屋
の

採
光
は
よ
い
よ
う
に
感
じ
た
。
建
物
の
入
口
近
く
に
刑
事
施
設
視
察
委
員
会
宛
て
の
鍵
が
付
け
ら
れ
た
木
製
の
意
見
箱
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た

最
後
に
、
保
護
室
と
釈
放
前
指
導
が
行
な
わ
れ
る
希
望
寮
を
外
か
ら
見
学
し
た
。
単
独
室
は
見
学
で
き
な
か
っ
た
。

室
内
に
受
刑
者
が
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
集
団
室
に
八
名
収
容
す
れ
ば
、
大
変
狭
陰
で
あ
り
、
生
活
環
境
の
問
題
や
種
々
の
ト
ラ
ブ
ル
生
じ
る
こ
と
が

ペ
ー
ス
が
あ
り
、
分
隔
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
木
工
工
場
を
見
学
し
た
。
近
隣
の
名
産
品
で
あ
る
そ
う
め
ん

関
法
第
五
九
巻
五
号



＊
 

施
設
見
学
記
録
⑩
姫
路
少
年
刑
務
所

改
善
指
導
の
取
組
み
が
模
索
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
少
年
院
と
比
べ
る
と
、

B
指
標
の
受
刑
者
を
収
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
所
内
の
秩

序
維
持
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
多
い
よ
う
で
あ
り
、
刑
務
所
で
改
善
指
導
を
重
点
的
に
行
な
う
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
。

御
多
忙
の
折
、
見
学
の
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
総
務
部
長
は
じ
め
職
員
の
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

容
易
に
想
像
さ
れ
た
。

二
五
一二

(
―
二
五
三
）


